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 ○  総務省の「コミュニティ研究会」第１回研究会（平成 19年２月７日）参考資料で

は、「コミュニティ」を「（生活地域、特定の目標、特定の趣味など）何らかの共通

の属性及び仲間意識を持ち、相互にコミュニケーションを行っているような集団

（人々や団体）」とし、この中で、「共通の生活地域（通学地域、勤務地域を含む）

の集団によるコミュニティ」を特に「地域コミュニティ」としています。 

 ○  上記、コミュニティ研究会における定義を参考に、本指針においては白老町内で、

そこに暮らす住民が構成員となって地域に根ざした活動を行っている町内会や地区

町内会連合会などの地縁による団体に加え、文化や芸術、スポーツなど共通の事項

に興味関心を持つ方々の団体並びに福祉やボランティア、まちづくりなど地域に関

わる様々な活動を自主的・主体的に展開している団体を総じて「地域コミュニティ」

とします。   

 地域コミュニティとは 
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◆ 少子高齢化の進行 

□ 少子高齢化の進行は、人口減少のほかにも、核家族化の進行や住民相互のつながり

の希薄化、労働力や各種活動の担い手不足など、地域の様々な活動の停滞・縮小に及

ぼす影響は非常に大きいものになります。 

□ 今後、更なる人口減少、少子高齢化の進行が見込まれる中にあっては、地域活動や

日常生活をこれまでどおり送ることができるのか懸念されます。 
 

◆ 地域コミュニティの役割の重要性 

□ これまでも地域コミュニティは、環境美化・保全活動、高齢者や子どもの見守りな

どの福祉活動、防災や防犯活動など様々な分野における地域課題の解決を図るうえ

で大きな役割を担ってきました。 

□ 人口減少・少子高齢化社会における地域の在り方を考えた時、地域コミュニティの

役割はますます重要になっていくものと捉えています。 
 

◆ 地域コミュニティとのつながりの必要性 

□ 近年、地域で日々の生活を送りながら、町内の事業所・企業で技能等の習得、習熟

を図る外国人技能実習生の人数が増えています。 

□ 独居の障がい者や認知症の方などを含め、社会的に少数派と位置付けられる方々

も地域で暮らしています。 

□ 地域住民が地域で孤立しないためにも、自らの居場所となる「地域コミュニティ」

とのつながりを確保・維持する必要性が高まっています。 
 

◆ 地域課題の複雑化 

□ 人々の価値観や意識、生活様式の変化から住民の暮らしに関する考えも多様化、複

雑化しています。 

□ 多様化・複雑化する地域課題に対しては、行政のみならず、様々な主体が連携・連

動して向き合わなければ解決を図ることは困難になっています。  
 

◆ あるべき姿や方向性を共有 

□ 今後の社会潮流の変化や人口減少、少子高齢化の進行により、私たちはいまだ経験

の無い時代を迎えます。 

□ 将来にわたって持続可能な地域づくりを進めるために、地域の様々な主体が、ある

べき姿や方向性を共有し、それぞれの連携により強みを活かし弱みを補い合いながら、

まちづくりの主体として自ら考え行動していくことが不可欠になります。 
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○  平成１９年１月、町民が主体の住民自治によるまちづくりを推進するために、そ

の仕組みや役割などを「白老町自治基本条例」で定めました。 

○  自治基本条例に定められた自治の基本理念と基本原則に基づき、人口減少下にあっ

ても、行政と町民との協働・連携を強化し、地域の総合力を発揮することによ

り、地域課題の解決に向けて取り組む歩みを自ら進めていく必要がありま

す。 

○  社会情勢の変化の中でも持続可能な地域コミュニティの形成や、自律した運営を行

っていくための方向性を、道標となる「指針」として示し、様々な主体に共通とな

る地域コミュニティの「将来に向けた羅針盤」となることを目的に策定す

るものです。 

 

 
 

本指針は、今後、社会情勢の変化があったとしても、地域コミュニティに関わる様々な

主体の自主性や連携のもと、目指すべき姿の実現に向け、それぞれの状況に即した速度

で、その歩みを持続的に進められるよう、長期にわたり不変的な「道標」としての役割を

担うことから、具体的な推進期間は定めないものとします。 

 

■ 本指針では、国立社会保障・人口問題研究所(以下「社人研」という。)の将来人口推計の終

期である２０４５(令和 27)年の状況下にあっても、活動や機能が維持・継続できるような地域

コミュニティの姿をイメージしています。 

■ 本指針は２０年、３０年先の人口状態などを想定し策定するものであるため、具体的な推進

期間は定めないものと考えています。                                                                                     

  しかしながら、本指針の趣旨や意義の浸透、地域コミュニティの「方向性」や「目指す姿」、

「在り方」などと、その時々、社会情勢の変化の中で、地域コミュニティの実情と整合性が図

れない可能性もあることから、定期的※な点検・確認を行います。 

   ※定期的：社人研において新たな人口推計が示された時期を想定 
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（１）人 口                                

□1  総人口・年齢３区分別人口の推移（一部推計値） 

 
出典：各年国勢調査、２０１８（平成３０）年社人研推計値 

※総人口の値は年齢不詳者を含めて計上しているため、各年齢区分の合計値と一致しない場合

があります。 

◆ 総人口は１９８５(昭和６０)年をピーク(24,353人)に年々減少を続けており、

２０４５(令和２７)年には７，７７０人まで減少すると推計されています。 

  この推計人口は町制施行前の１９４１(昭和１６)年当時、白老村時代の住民基

本台帳人口である７，７５２人とほぼ同数であり、白老町としては経験のない人

口状態を迎えることになります。 

※1954(昭和 29)年 11月 1日、白老村が町制施行で白老町になりました。 

◆ 年齢３区分別人口では、総人口の減少に反して増加していた老年人口も、年少、

生産年齢人口同様、減少に転じていますが、生産年齢人口の減少傾向が強いため、

近い将来、老年人口が生産年齢人口を上回ると推計されています。 

   ※年齢３区分別人口：①年少人口(～14歳)、②生産年齢人口(15～64歳) 

              ③老年人口(65歳以上) 

 

 【参考】年齢３区分別人口割合比較 

1955(昭和 30)年 ①年少：39.3％、②生産年齢：56.5％、③老年：4.2％ 

   ↓ 65 年経過     ↓▲32.5%pt         ↓▲9.3%pt          ↓＋41.7%pt 

2020(令和 2)年 ①年少： 6.8％、 ②生産年齢：47.2％、③老年：45.9％ 

ピーク 
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□2  人口推移予想（総人口・地区別） 

 【総人口・地域別人口の推計】 

 

 

出典：２０１５（平成２７）年国勢調査、２０１８（平成３０）年社人研推計値 

注１：地区別の推計については、各年における町全体の推計値を用いて、各地区の人口を按

分して算出しています。 

 

◆ ２０４５(令和２７)年の総人口推計７，７７０人は、基準となる２０１５(平成

２７)年の総人口と比較すると増減率が▲５６％であるのに対し、地区別では字

石山以西の地域で全体平均以上に減少が進むものと推計され、地域によって人

口減少の進行に差が出るものと予想されます。  
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□3  高齢化率（男女別・地区別）の推計 

【男女別 人口・高齢化率の推計】 

 

【地区別 高齢化率の推計】 

 

出典：２０１５（平成２７）年国勢調査、２０１８（平成３０）年社人研推計値 

注１：地区別の推計については、各年における町全体の推計値を用いて、各地区の人口を按

分して算出しています。 

◆ 総人口は減少傾向と推計されているのに対し、高齢化率は反比例的に上昇し、

２０４５(令和２７)年には５９．４％となる見込みとなっています。   
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◆ 女性の高齢化率は高く、現時点においても５０％を超えております。 

２０４５(令和２７)年には男女別の人口総数はほぼ同数ですが、女性は男性よ

りも高齢者数が多くなる推計であることから、高齢化率は６６．１％と男性に比

べ１３．４％ポイント高くなる推計になっています。 
 

◆ 地区別では、現在、高齢化率の最も高い「石山地区」が２０４５(令和２７)年

においても６３．３％と全体よりも高い水準で推移する見込みです。 
   

◆ 現在は高齢化率が低い「社台地区」においては、今後、他地域に比べ高齢化率

が急伸し、２０４５(令和２７)年には６２．９％と石山地区に次いで高くなる推

計となっており、地域によって高齢化の進行に違いが出てくると考えられます。 

 

 

 

 

＜参考＞国勢調査における「人口・世帯・１世帯当たり人員」の推移 

 

 

◆ 総人口は１９８５(昭和６０)年をピークに減少しておりますが、世帯数は２００５(平

成１７)年をピークとし、総人口に比べると「なだらかな減少」となっています。   

◆ 核家族化など世帯人員の減少が総人口の減少に大きな影響を及ぼしており、２０２０

(令和２)年には１世帯当たりの人員が「１．９８人」となっています。 
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（２）地域コミュニティの状況                        

□1  町内会の現状（R1 町内会に関するアンケート調査結果から） 

□Ｑ ．町内会運営や活動で特に課題と感じていることは？ 

2件

11件

0件

4件

6件

7件

14件

16件

23件

36件

38件

44件

45件

51件

58件

無回答

その他（自由記入欄）

活動事業が多すぎる

企画人材がいない

活動資金が不足している

町内会規模が小さく会員が少ないため活動が難しい

新旧住民や世代間の交流が難しい

活動・行事がマンネリ化している

役員の負担が大きい

役員が高齢化している

地域住民の活動に対する関心が年々低下している

次の役員が見つからない

特定の会員しか運営・行事に関わらない

役員のなり手がいない

会員が高齢化している

運営・活動で課題と感じていること

  

◆ 人口減少、高齢化の現状が回答にも反映されており、「会員の高齢化」や「役

員の担い手不足」が地域において顕著化している状況が伺えます。 

 

□Ｑ ．今後の町内会運営の在り方を検討する上で、町内会の統合・再編について、ど

のように思いますか？ 

統合・再編が必要で

ある

25.9%

統合・再編が必要だ

が、歴史的要因、町

内会運営活動等の違

いから難しい

24.1%

統合・再編は必要な

い

9.8%

新たな組織形態が

必要

17.0%

わからない

6.3%

その他

13.4%

無回答

3.6%

町内会の統合・再編について

 

◆ 会員の高齢化や役員の担い手がいない状況から、「町内会の統合や再編が必要」

であるとの意見が半数、加えて、「新たな組織形態が必要」との声も多くあり、

現状や将来の運営の在り方に対する危機感が伺えます。 

 

3.5％ 



9 

 

 □Ｑ ．町内会活動で特に重要だと思う活動は何ですか？ 

3件

10件

6件

9件

10件

12件

16件

17件

34件

39件

39件

43件

45件

61件

無回答

その他

葬儀手伝い

地域活性化のための研修・意識啓発活動

青少年健全育成事業

盆踊り、各種お祭り、伝統文化の継承

リサイクル活動

地域要望の取りまとめ

広報活動等の情報伝達

レクリエーション、親睦活動

防犯活動

防災活動（自主防災組織の設置、防災訓練等）

環境美化活動

高齢者福祉活動

町内会活動で重要な活動

 

◆ 地域に高齢者が多く居住し、独居の高齢者なども増えている状況から、「高齢

者福祉活動」の重要性は増していますが、それらを支える会員や役員の高齢化も

あり、いかにその役割を地域で担っていくかが課題になっています。 

 

□2  町内会 会員規模別比較（R４町内会基本調査結果から） 

 □Ｑ ．町内会長として悩んでいることは何ですか？ 

 

◆ 世帯規模が小さい町内会ほど、役員のなり手不足など「担い手の確保」に係る

悩みが多い傾向にあり、前回調査(H30)よりもその割合が増えています。 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50世帯以下

100世帯未満

150世帯未満

150世帯以上

会員世帯規模別 町内会の悩みの状況

役員のなり手がいない 役員を受けても責任感が薄い

役員を止めると活動に参加しなくなる 役員の高齢化

計 46.8％ 

計 42.6％ 

計 37.8％ 

計 30.3％ 
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□Ｑ ．設問事業１０区分８０項目の内、町内会で取り組んだ事業・活動項目は？ 

※10 区分：①親睦交流、②健康増進、③交通安全、④防災・防犯、⑤広報、⑥環境・衛生 

⑦文化・教養、⑧福祉、⑨児童・青少年、⑩リサイクル 

 

◆ 世帯規模が大きい町内会では多くの事業が実施できているのに対し、小規模な

町内会では担い手不足の影響もあり、事業実施が困難となっている状況が伺えま

す。 

◆ その他にも、小規模な町内会では、規模の大きい町内会に比べ、役員会などの

開催回数が少なく、また、財源不足が生じている割合が多いなど、調査結果から

町内会運営に対する世帯数の減少が及ぼす影響は大きいものと捉えられます。 

 

□3  町民活動団体の現状（R3 町民活動団体活動実態調査結果から） 

□Ｑ ．活動を展開していく上で、貴団体の問題点は何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 前回（平成１１年）の調査に比べ、「人事の硬直化」「活動・事業の担い手不足」

などの割合が増えており、町民活動団体においても人口減少・少子高齢化の影響

が如実に表れています。 

9.5%

10.0%

38.1%

13.3%

25.0%

42.9%

36.7%

50.0%

45.4%

9.5%

36.7%

16.7%

36.4%

3.3%

8.3%

18.2%

50世帯以下

100世帯未満

150世帯未満

150世帯以上

会員世帯規模別 年間事業実施数

～10事業未満 ～20事業未満 ～30事業未満 ～40事業未満 40事業以上

資金不足

17.1%

人事の硬直化

13.4%

人材の発掘・能力開発

14.7%

活動・事業の

担い手不足

34.1%

情報不足

0.9%

活動場所の確保

4.1%

行政との接点

9.7%

その他

6.0%

今回調査時点での問題点

資金不足

22.8%

人事の硬直化

9.2%

人材の発掘・能力開発

20.6%

活動・事業の担

い手不足

25.4%

情報不足

3.1%

活動場所の確保

8.8%

行政との接点

4.8%

その他

5.3%

平成11年調査時点での問題点

約 22 年経過 

10事業未満 

40事業以上 
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□4  第３次白老町社会教育中期計画（R3.3 策定）から 

□Ｑ ．各団体が抱える課題はどのような事ですか？ 

 

◆ 本調査の主な対象は「社会教育関係団体」になりますが、課題として「会員の

固定化・高齢化」を挙げる団体が最も多く、また、自由意見の中には高齢化によ

る活動施設への移動の問題や、役員のなり手や若い世代の新規加入の少なさなど、

人口減少・少子高齢化の進行により、今後の活動に不安を残す意見が多くみられ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 全体を通して、町内会、町民活動団体など「地域コミュニティ」におけ

る現状の課題や、更なる人口減少・少子高齢化の進行が見込まれる将来に

向けた不安や問題点などに共通する部分が多い結果となっています。 

● 本指針においては地域コミュニティとして共通の目標に向かい、進むべ

き方向性なども共有しながら、それぞれの主体の自主的な活動のほか、相

互の連携、行政との関わりについても重要事項として捉え、方向性を示し

ていくものとします。 

  

  

「現状と課題」のまとめ 
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 （１）基 本 理 念                           
 

本指針における基本理念は、「まちの憲法」と言われ、恒久的な白老町の最高規

範として位置付けられている「白老町自治基本条例」の基本理念でもある 

 

 

 

 

 

の実現を目指すものとします。 

 

 

＜参  考＞----白老町自治基本条例逐条解説より抜粋------------------------- 

（基本理念） 

  第３条 私たちは、まちづくりの主体として、自らの手で自らのまちを創っていこうと

する意思を明確にし、考え行動することで、互いに支えあい、いつまでも安心して

共に活き活きと暮らすことのできる「しあわせを感じるまち」の実現を目指します。  

２ 私たちは、前項の規定の実現に向け、平和を願い、環境を守り、次代を担う子ども

たちを育み、学び、働くことを通じて、将来にわたりまちづくりに取り組みます。  

 

 【 解 説 】  

・本条では、この条例を貫く理念を規定しています。  

・自分たちのまちは自分たちでつくる意思を明確にして、しあわせを感じるまちの 

実現を目指します。  

・そのために、自分たちが主体となってまちづくりに取り組みます。 

・「しあわせを感じるまち」は、総合計画基本構想で示す最終的なまちの将来像です。 

本条例の普遍的な理念として位置付けます。  

・本条例は、この基本理念を実現するための制度的規範として位置付けます。 

--------------------------------------------------------------------- 
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（２）地域コミュニティの目指す姿                    
 

 ● 人口減少・少子高齢化の進行などにより地域課題が多様化する中にあっても、地

域の様々な主体が、自らの意思と行動で「やりがいや生きがいを感じながら」まちづ

くりに参画することにより、住民誰もが「しあわせを感じる」日々の生活を送ること

ができる地域コミュニティの実現を目指します。 

● 誰もが、安全で安心していつまでも暮らし続けられる地域を実現するために、地域

コミュニティが目指すべき理想の姿・方向性を次のとおりとします。 

 

□1  多様な主体が参画する地域コミュニティ 

■ 様々な主体の参画を促進するためには、地域コミュニティに対する意識の啓発

や、参画へのきっかけづくりが必要となります。 

○ 地縁（エリア）や、共通の趣味・関心（テーマ）など何かしらの関わりによ

る「縁」や「絆」を大切に、その結び付き（紐帯）を強弱含め維持・拡大する

ことを目指します。 

○ 幼児から高齢者まで様々な世代や性別、国籍や立場などにも関わらず、また、

社会的な少数派とされる方々も含め、それぞれに適した参加の仕組み作りを進

めることで、誰もが気軽に参画できる地域コミュニティの実現を目指します。 

   

 □2  情報を共有し、互いに助け合える地域コミュニティ 

■ 地域コミュニティとして多様な活動を展開するためには、活動内容の見える化や

情報の周知などを積極的に行い、様々な主体が関心を持ち、目標や進むべき方向性

を共有することが重要となります。 

○ 地域活動や行事・イベントの実施内容、結果についての情報発信が積極的に

図られ、地域住民などが広く関心や愛着を持つ地域コミュニティを目指します。 

○ 情報の共有や、一人ひとりの意見を尊重することができるよう、日ごろから

の交流・連携を積極的に行い、互いに助け合える地域コミュニティの実現を目

指します。 
   

 □3  誰もが地域課題の解決に取り組む地域コミュニティ 

■ 多様な主体の参画、必要な情報や意識の共有を図ることにより、誰もが課題や問

題を自分事と捉え、行動につなげることが必要となります。 

○ 幅広い主体が「できる分」だけ参画するなど、軽めの関わりを継続的に続け

ることが選択できる地域コミュニティを目指します。 

○ 自助・共助の精神で、多様な主体が自主的・自律的に地域課題の解決に取り

組み、誰もが「しあわせを感じる」ことができるまちの実現に寄与する地域コ

ミュニティを目指します。  
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（３）地域コミュニティ組織の在り方                   
 

● 現在、町内には１００程の町内会がありますが、その会員規模は様々で、特に世帯

数が少ない単位町内会においては、役員の担い手確保が困難な状況から、これまで

同様の活動ができなくなるなど、組織の維持が困難な状況も見受けられます。 

● 町民活動団体においても、高齢化などの影響により、組織の新陳代謝が進まない状

況から町内会同様の問題が生じています。 

● 町内会においては、隣接する町内会同士の連携のほか、合併や地区町内会連合会単

位での活動促進、機能の一元化などが必要となり、また、町民活動団体においても、

共通機能や役割の集約など、担い手不足に対応した組織の変革が必要と考えられま

す。 

● 住民自治や地域活性化など主体的な活動を行う組織として、必要とされる共助の

役割や組織運営機能を継続的に確保するために、地域コミュニティ組織の目指すべ

き理想の姿・方向性を次のとおりとします。 

    

□1  持続的な活動を可能とする地域コミュニティ組織 

■ 人口減少などにより担い手の確保が困難な状況にあっても、持続的に活動を続け

ることができる組織運営が必要になります。 

■ 少子高齢化の更なる進行が見込まれる中にあって、町内会や町民活動団体におい

ては、単体でその機能を果たすことが困難な事項も増えていくと推測されます。 

○ 隣接する町内会との連携や合併、地区単位での業務・機能の集約化を目指し

ます。 

○ 町民活動団体においても、活動を維持継続するための資金や会員規模を保つ

べく、組織力の強化や上部組織等への機能集約を目指します。 

○ 役員が交代する場合にあっても、その経験やノウハウが円滑に引き継げる環

境の整備や、組織として一定規模・機能を維持確保することで、持続的な活動

を可能とする地域コミュニティ組織の実現を目指します。 

  
 

□2  様々な連携により、課題解決を行う地域コミュニティ組織 

■ 地域課題の多様化・複雑化や組織力の低下などにより、これまでどおり単体では

地域課題を解決することが困難な場面も増えていくと予測されます。 

○ 地域の暮らしを守り、持続可能な地域としていくため、NPOなど専門性を持

つ町民活動団体との積極的な連携のほか、行政や様々な組織・団体、学校、事

業所・企業なども含めた広域的・有機的な連携を模索します。 

○ 組織の枠を越えた人材や資金、ノウハウの活用を積極的に行い、課題解決を

行う地域コミュニティ組織の実現を目指します。 
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□3  地域コミュニティを支える中間支援組織の充実 

■ 地域課題の解決、持続可能な地域づくりを進めるためには、ひとつの町内会のみ

ならず、地区町内会連合会、町民活動団体やＮＰＯなどの様々な組織、更には、行

政、事業所・企業、学校などそれぞれが持つ機能や情報、資源などとの連携・融合

を仲介し、サポートや調整を行う「コーディネーター」の存在が必要不可欠となり

ます。 

○ 「白老町町民まちづくり活動センター」は、町民活動団体の相互交流と、町

民に開かれた活動の場としての機能を果たすほか、協働のまちづくりの拠点と

なることから、中間支援組織として「コーディネート機能」などの充実を図り

ます。 

○ 地域コミュニティの持続的な活動を支援するため、地域コミュニティと様々

な主体とのマッチングを図る仲介機能や、組織運営に係るアドバイスなど指導

機能の充実を図ります。 
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● 「白老町自治基本条例」において、町民は「まちづくりの主体」と位置付けられてお

ります。 

● 日ごろから、住みよい地域づくりのために自ら考え行動し、お互いを尊重しあい、協

力や支えあいなどの協働により「しあわせを感じるまち」の実現に向け取り組む姿勢

が不可欠となります。 

● 本指針に基づき、地域コミュニティが多様な主体と連携し、役割分担をしながら、

様々な取組みを進めていくことが地域課題の解決につながります。 

 
 

（１）運営体制の確保、状況に応じた運営や活動内容の見直し        

■ 社会情勢が大きく変化する中にあっても、地域コミュニティの機能や役割、活動

を持続可能なものとする必要があります。 

○ 従来の考え方や手法にとらわれず、社会情勢に鑑みた多種多様な人材の柔軟

な活用や、適切で持続的な運営や活動が行える財源規模も考慮した会員数の維

持・確保、状況に応じた運営・活動内容の見直しを積極的に進めます。 

    
 
 

 （２）課題の把握、情報の発信と共有                   

■ 地域コミュニティの課題を自分事として捉えるためには、課題に係る適切な情報

の把握や発信などにより、意識付けや関心を高める取組みが必要となります。 

○ 地域課題の把握のため、様々な主体の状況把握や意見聴取など、積極的な情

報収集に努めます。 

○ 多様な主体の参画を促進するため、日々の活動の見える化や、様々な取組み

の実施に係る開催案内や結果などの積極的な情報発信に努めます。 

○ 感染症の拡大やデジタル化が進展する中においては、紙媒体だけではなく、

多様な情報発信手段※の活用も検討し、効果的な情報共有を図ります。 

     ※多様な情報発信手段例：ホームページ、ＳＮＳ、Ｅメールなどの電子媒体の活用 
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（３）顔の見える共助活動の充実                    

■ 誰もが安心して暮らし続けることができる地域を構築するためには、普段から顔

の見える関係づくりと支え合いによる共助活動が不可欠となります。 

■ 希薄化が進む地域コミュニティとのつながりを、社会情勢や生活様式の変化に合

わせ、それぞれの形で関係性が持てるよう模索しながら構築していく必要がありま

す。 

○ 地域住民のみならず、新規転入者や二地域居住者、共同住宅入居者なども含

めた世帯状況や、災害時の避難支援など各種支援の必要性の把握、地域全体で

の共通ルールの共有など、地域に居を構える住民と地域コミュニティとがお互

いの顔や名前を知りあえる信頼関係の構築を積極的に進めます。 

 

 （４）多様な主体との連携                         

■ 少子高齢化の進行や社会情勢の変化から、これまで当たり前に実施できていた行

事や取組みも、単体で行う事が困難な状況が増えていくものと推測されます。 

■ 解決が困難な地域課題や、地域コミュニティ運営における問題点、新たな取組み

の実施など、新たな障壁を乗り越えるために外部へ相談することが解決の糸口にな

る場合もあります。 

○ 行政や中間支援組織である「白老町町民まちづくり活動センター」の協力も

得て、地域課題の解決や地域の活性化に向け、多様な主体との連携を積極的に

進めます。 

 

 

 

 

＜参考＞地域課題解決に向けた『自助・共助・公助が担う守備範囲』の概念図 
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● 地域コミュニティの活性化や町民活動の支援、情報発信や交流の場と機会を創出す

るなど町民活動をサポートする中間支援組織として令和２年４月、「白老町町民まちづ

くり活動センター」が組織再編されました。 

● 中間支援組織には、町民が様々な活動に参加しやすい仕組みづくりやコーディネー

ト、様々な主体のマッチング、人材発掘や育成など多様な機能や役割が求められます。 

● 白老町町民まちづくり活動センターは、地域コミュニティの持続的な公益活動を実

現するため、様々な支援を通して町民力や地域力を高め、様々な担い手の協働により

地域課題の解決に臨む「まちづくりの拠点」・「協働のパートナー」を目指します。 
 

（１）積極的な情報収集と発信                       

■ 地域コミュニティが、いつ、どこで、どのような活動を行っているか、また、行

事や募集事項など、様々な情報の集積、積極的な情報の発信が求められています。 

■ 地域コミュニティに関し、様々な主体が、知りたい時に、知りたい情報に接する

ことができる環境の整備が必要になります。 

○ 定期的に各町内会や町民活動団体等に関する情報の収集を行います。 

○ 地域コミュニティに関する情報のデータベース、各種活動、募集や助成制度

に関する事項など、必要とされる情報の積極的な発信を行います。 

 
 

 （２）相談・コーディネート機能の拡充                       

■ 地域コミュニティの活動に関する困り事や、持続可能な活動を進めるためのアド

バイスなど、気軽に相談できる「拠り所」としての機能が求められています。 

■ 課題解決を図るため、行政や事業所企業、各種団体などの様々な主体と、ひと・

もの・お金・情報などの地域資源を、有機的につなげていく必要があります。 

○ 北海道立市民活動促進センターや NPO 法人北海道 NPO サポートセンター

等との連携を強化し、知識や情報の蓄積を図るほか、まちづくりの拠点として

組織力や機能などを高めるとともに、職員の知恵や技能の向上による相談体制

の強化を図ります。 

○ 中間支援組織として、様々な主体が協働でまちづくりを推進するための総合

窓口の役割を担い、人と人、人と場所、団体同士をつなぎ、それぞれの特徴・

個性を活かした活動のコーディネートを行います。 

 

 

 



19 

 

 （３）組織力強化・ひとづくり機会の充実                       

■ 地域コミュニティが持続可能な活動を進めていくためには、組織力や組織運営能

力の強化のほか、担い手やリーダーの発掘・育成が必要になります。 

■ 「まちづくり」や「地域コミュニティの活動」に対し、関心があっても一歩を踏

み出せない「潜在的な担い手」も存在していると推測されます。 

○ 地域コミュニティが各種の活動を行うに際し、必要となる基礎的な知識、組

織力や組織運営能力の向上など持続的な活動を行うための技能や技術を高める

ことができるよう、適切な指導や研修会の開催などを行います。 

○ 地域コミュニティが持続的に活動を続けられるよう、担い手やリーダーの発

掘・育成機会の充実に努めます。 

 

 

 

＜参考＞地域課題解決に向けた『中間支援組織と様々な主体の関連性』の概略図 
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● 町は「白老町自治基本条例」に定める役割に基づき、「しあわせを感じるまち」の実

現に向けて各種取り組みを実施します。 

● 地域コミュニティの現状や課題を適切に把握し、地域コミュニティの自主性や自律

性を尊重します。 

● 様々な部署が連携し、社会情勢なども踏まえた適切で望まれる施策等の展開につい

て、地域コミュニティの負担が増えないよう考慮しながら、最大限に努めるものとし

ます。 
 

（１）地域コミュニティに対する支援                    

■ 地域コミュニティの役割は、人口減少・少子高齢化が進行する中にあって、その

重要性が増していくものと捉えています。 

■ 特に、地域づくりの根幹をなす町内会は、多様化・複雑化する地域課題の解決に

向け重要な役割を担うことから、活動基盤の強化がますます必要になっていきます。 

○ 地域コミュニティが行う多様な主体が参画する地域づくりなどの活動に対し、

必要な支援を行います。 

○ 担い手やリーダー育成など「ひとづくり」に係る研修機会を充実します。 

○ 組織運営に係るアドバイスなど、活動を持続的に行う事ができるように、様々

な支援を行います。 

 
 

 （２）情報共有、公開の充実                        

■ 行政が地域とともに「まちづくり」を進めるためには、地域における課題や現状

の把握とともに、行政が持つ各種計画や地域に関連する様々な情報の積極的な発信

による「情報共有」がスタートラインになります。 

○ 地域の課題やニーズを的確に把握できるように、地域住民との対話などによ

り、地域情報の収集を積極的に進めます。 

○ 様々な情報を、個人情報保護にも配慮しながら、住民、そして地域コミュニ

ティと共有することにより、開かれた町政運営や協働のまちづくりを推進しま

す。 

○ 保有する情報をわかりやすく提供・公開するよう、効果的で積極的な情報発

信を行います。  
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（３）中間支援組織機能の充実に向けた支援                 

■ 町内会や町民活動団体などを支援する「白老町町民まちづくり活動センター」は、

協働のまちづくりの拠点であり、情報の集約や発信、相談対応や学習機会の創出、

課題解決のための様々なコーディネート機能など「地域コミュニティの拠り所」

として重要な役割を担っています。 

○  協働のまちづくりの拠点である「白老町町民まちづくり活動センター」に対

し、各種団体間の仲介、様々なコーディネートなど中間支援組織としての機能

充実に向け、財政的な支援や、地域支援員などとの連携を含めた人的支援など

を行います。 

    
 

 （４）職員理解と参加の促進                        

■ 地域コミュニティが自主的、自律的に活動を続けるためには、様々な課題・問題

に対し、行政が柔軟かつ適切に対応し、庁内全体で支援を行う必要があります。 

■ 職員は、白老町自治基本条例のほか、本指針についても十分に理解を深めた上で、

部署間での連携や、地域コミュニティとの協働などを意識し、地域課題が解決され

るよう努める必要があります。 

○ 自治基本条例第２４条に定める「職員の責務」に従い、職員は町民との信頼

関係を深めるよう心掛け、日々の職務遂行に当たります。 

○ 職員は、本指針に関する理解を深め、地域課題に対応する施策の立案など地

域が求め望むことへ的確に対応できるよう、「地域の声」の傾聴に努めます。 

○ 職員は自ら居住する地域の活動などに積極的に参加し、見聞を広め、活動の

実践並びに地域課題の実感を得て、職場においてもその経験を生かし、地域に

寄り添い、地域を支える姿勢で職務遂行に努めます。 
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＜参考＞ 検討の経緯 
 

「白老町地域コミュニティ基本指針（仮）」策定検討会 
 

１ 「白老町地域コミュニティ基本指針（仮）」策定検討会経緯 

回 年 月 日 内   容 

第１回 令和４年 ６月１０日(金) 基本指針(仮)の役割、策定に向けて(現状分析) 

第２回 ７月２６日(火) 現状等の分析、策定に向けて(構成案） 

第３回 ８月２５日(木) 策定に向けて(案の検討） 

第４回 １１月１５日(火) 策定に向けて(案の検討） 

    

２ 「白老町地域コミュニティ基本指針（仮）」策定検討会名簿 【敬称略】 

   （白老町町民まちづくり活動センター運営委員会委員）  

 № 氏  名 所  属 

1 吉 村   智 白老町町内会連合会 

2 大 坂 節 生 白老町花とみどりの会 

3 山 田 和 子 白老町防犯協会 

4 高 木 藤 子 白老町自衛隊協力会連合会 

5 粂 田 正 博 白老町環境町民会議 

6 吉 田 末 治 白老町民生委員児童委員協議会 

7 本 間 桂 子 白老町婦人団体連絡協議会 

8 庭 山   了 白老町社会福祉協議会 

9 中 谷 通 恵 ＮＰＯ法人お助けネット 

10 高 尾 利 弘 白老町総務課 

11 冨 川 英 孝 白老町政策推進課 

12 三 上 裕 志 白老町生活環境課 

13 工 藤 智 寿 白老町産業経済課 

14 伊 藤 信 幸 白老町教育委員会生涯学習課 
   

策定 

事務局 

喜 尾 盛 頭 

白老町政策推進課地域戦略推進グループ 越 前   寿  

溝 口 泰 子 

協力 
牧 野 直 樹 

白老町町民まちづくり活動センター 
佐 藤 農夫雄 
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